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令和６年市議会９月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

財 務 報告第１１号 令和５年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

について 

経 済 報告第１２号 令和５年度知立まちづくり株式会社決算について 

総 務 同意第 ５号 知立市監査委員の選任について 

子ども 議案第４８号 知立市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

長 寿 議案第４９号 知立市福祉の里八ツ田条例の一部を改正する条例 

国 保 議案第５０号 知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

環 境 議案第５１号 知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を

改正する条例 

都 開 議案第５２号 西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規

程の一部を改正する条例 

安 心 議案第５３号 工事請負契約の締結について（防災行政無線設備改修工

事） 

教 庶 議案第５４号 財産の取得について（追認）（令和２年度用小中学校教科

書及び指導書等（単価契約）） 

教 庶 議案第５５号 財産の取得について（追認）（令和６年度用小学校教科書

及び指導書（単価契約）） 

水 道 議案第５６号 令和５年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について 

 議案第５７号 令和６年度知立市一般会計補正予算（第５号） 

国 保 議案第５８号 令和６年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

長 寿 議案第５９号 令和６年度知立市介護保険特別会計補正予算（第１号）

国 保 議案第６０号 令和６年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

 認定第 １号 令和５年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について 

国 保 認定第 ２号 令和５年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 



 

所 管 番   号 案            件 

財 務 認定第 ３号 令和５年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

長 寿 認定第 ４号 令和５年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

国 保 認定第 ５号 令和５年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

水 道 認定第 ６号 令和５年度知立市水道事業会計決算認定について 

下 水 認定第 ７号 令和５年度知立市下水道事業会計決算認定について 

 



報告第１１号 

 

   令和５年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項に規定する健全化判断比率及び同法第２２条第１項に規定する公営企業の資金

不足比率を次のとおり報告する。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

１ 健全化判断比率 

（単位：％） 

比率名 健全化判断比率 早期健全化基準 

実質赤字比率 － １２.８１ 

連結実質赤字比率 － １７.８１ 

実質公債費比率 １．７ ２５.０ 

将来負担比率 － ３５０.０ 

 備考 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負

担比率が算定されない場合は、「－」を記載する。 

 

２ 公営企業の資金不足比率 

（単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計 － ２０.０ 

下水道事業会計 － ２０.０ 

 備考 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載する。 

 

 



報告第１２号 

 

令和５年度知立まちづくり株式会社決算について 

 

 知立まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に準じ、別紙のとおり報告する。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

 

 

 



同意第５号 

 

   知立市監査委員の選任について 

 

 下記の者を知立市監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

住  所   

氏  名  坂 田 郁 雄 

生年月日   

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了により必要があるからである。 

 



議案第４８号 

 

知立市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 

知立市子ども・子育て会議条例（平成１６年知立市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「及び次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下

「推進法」という。）第２１条」を「並びに次世代育成支援対策推進法（平成１５

年法律第１２０号。以下「推進法」という。）第２１条及びこども基本法（令和４

年法律第７７号。以下「基本法」という。）第１３条第３項」に改める。 

第２条第１号中「の規定による知立市次世代育成支援対策行動計画」を「の市町

村行動計画」に改め、同条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 基本法第１０条第２項の市町村こども計画に関する事項を調査審議すること。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、子ども・子育て会議の担任事務を追加する等のため必要

があるからである。 



議案第４９号 

 

知立市福祉の里八ツ田条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市福祉の里八ツ田条例の一部を改正する条例 

 

知立市福祉の里八ツ田条例（平成２１年知立市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改める。 

第１条中「地域福祉センター及びいきがいセンター」を「知立市総合福祉センタ

ー（以下「総合福祉センター」という。）及び知立市いきがいセンター（以下「い

きがいセンター」という。）」に改める。 

第２条中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改める。 

第２章の章名を次のように改める。 

第２章 総合福祉センター 

第３条各号列記以外の部分中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改

め、同条第１号中「知立市地域福祉センター」を「知立市総合福祉センター」に改

める。 

第４条を次のように改める。 

（事業） 

第４条 総合福祉センターは、地域福祉の増進に資する事業のほか、総合福祉セン

ターの設置目的を達成するために必要な事業を行う。 

第５条第１項中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改め、同条第２

項第２号中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改め、同項第３号を削

り、同項第４号中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改め、同号を同

項第３号とし、同項第５号中「前各号」を「前３号」に、「地域福祉センター」を



「総合福祉センター」に改め、同号を同項第４号とする。 

第６条第１項及び第２項中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改め

る。 

第７条を次のように改める。 

（利用者） 

第７条 総合福祉センターを利用できる者は、次のとおりとする。 

(1) 第３条に掲げる設置目的の達成に資する活動を行う個人又は法人その他の団

体であって、市内に居住し又は主として市内で当該活動を行うもの 

(2) 前号に準ずるものとして市長が認めたもの 

第８条第１項中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改める。 

第１２条及び第１３条を次のように改める。 

（使用料） 

第１２条 施設等の使用料は、無料とする。 

第１３条 削除 

別表第１中「地域福祉センター」を「総合福祉センター」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、知立市地域福祉センターの名称及び実施事業の変更に伴

い必要があるからである。 



議案第５０号 

 

知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

知立市国民健康保険条例（昭和４５年知立市条例第７３号）の一部を次のように

改正する。 

第１０条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同

条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じな

い」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の

規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、国民健康保険法の一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第５１号 

 

知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（昭和４８年知立市条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「プラスチック製容器包装物（容器包装廃棄物の分別収集に関す

る省令（平成７年厚生省令第６１号）第２条の表第８号に規定するものをいう」を

「プラスチック資源物（プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和

３年法律第６０号）第２条第３項に規定するプラスチック使用製品廃棄物のうち、

プラスチックのみで構成されたもの（容器包装廃棄物の分別収集に関する省令（平

成７年厚生省令第６１号）第２条の表の７の項に規定するものを除く。）をいう」

に改める。 

第１２条第３項中「プラスチック製容器包装物」を「プラスチック資源物」に改

める。 

別表一般廃棄物（し尿、動物の死体を除く。）の部可燃物で市が収集運搬するも

のの項中「１３円」を「１９円」に、「１０円」を「１６円」に改め、同部プラス

チック製容器包装物で市が収集運搬するものの項中「プラスチック製容器包装物」

を「プラスチック資源物」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに改正前の別表に



定める手数料の額により指定袋で処理する可燃物に係る手数料をあらかじめ納付

した者が、施行日以後に当該納付により交付された指定袋を使用する場合におい

ては、改正後の別表に定める手数料の額により指定袋で処理する可燃物に係る手

数料を納付したものとみなす。 

３ この条例の施行の際、改正前の第１２条第３項の規定により販売されたプラス

チック製容器包装物の処理に係る指定袋で、現に残存するものは、当分の間、プ

ラスチック資源物の処理に係る指定袋として使用することができる。この場合に

おいて、改正後の別表に定める指定袋で処理するプラスチック資源物に係る手数

料は納付されたものとみなす。 

 （準備行為） 

４ この条例による改正後の知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定

による指定袋で処理するプラスチック資源物に係る手数料の徴収その他準備行為

は、施行日前においても行うことができる。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、プラスチック資源物を収集運搬し、及び可燃物の処理に

係る手数料の額を改定するため必要があるからである。 



議案第５２号 

 

西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改

正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する

条例 

 

西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程（平成１１年知立市条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「知立市堀切一丁目１０番地、市街地整備事務所内」を「知立市広見三

丁目１番地、知立市役所内」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年１１月１１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業の事務

所の所在地を変更するため必要があるからである。 



議案第５３号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

１ 工 事 名  防災行政無線設備改修工事 

２ 工 事 場 所  知立市全域 

３ 工事の概要  電気通信工事 

４ 請負契約金額 金２２２，６６２，０００円 

５ 請負契約者  名古屋市中区錦三丁目２０番２７号 

株式会社日立国際電気中日本支社 

支社長 柏原 伸 

６ 契約の方法  随意契約 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、防災行政無線設備の改修工事施行のため必要があるから

である。 

 



事後公表 落札率 100.0 ％

令和　６年　８月　８日 執行

工 事 名

路線等の名称

工 事 場 所

第一回 第二回 第三回

見積書記載金額 見積書記載金額 見積書記載金額

202,420,000

落札者決定※　上記金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

（株）日立国際電気　中日本支社 決定

見 積 者 氏 名

---

知立市全域

入札書比較価格 金202,420,000円

備　考

見 積 執 行 調 書

防災行政無線設備改修工事



議案第５４号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 下記のとおり財産を取得したものの追認を求めるものとする。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

１ 名 称  令和２年度用小中学校教科書及び指導書等（単価契約） 

２ 数 量  一式 

３ 取 得 金 額  金２３，６５５，５６４円 

４ 契約の相手方  知立市弘法一丁目５番地１６ 

          株式会社日新堂書店 

          代表取締役 斉藤 辰夫 

５ 契 約 の 方 法  随意契約 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、令和２年度用小中学校教科書及び指導書等の取得に係る

契約の有効性を確保するため必要があるからである。 

 



議案第５５号 

 

   財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したものの追認を求めるものとする。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

１ 名 称  令和６年度用小学校教科書及び指導書（単価契約） 

２ 数 量  一式 

３ 取 得 金 額  金２７，７４１，７５３円 

４ 契約の相手方  知立市弘法一丁目５番地１６ 

          株式会社日新堂書店 

          代表取締役 斉藤 正和 

５ 契 約 の 方 法  随意契約 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、令和６年度用小学校教科書及び指導書の取得に係る契約

の有効性を確保するため必要があるからである。 

 



議案第５６号 

 

   令和５年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和５年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金３，５６６，５２１，５５７円

のうち、２，５９６，３０５，４８３円を資本金に組み入れ、残余を翌年度に繰り

越すため、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に

基づき議会の議決を求める。 

 

  令和６年９月５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

提案理由 

 この案を提出するのは、令和５年度未処分利益剰余金の一部を処分し、資本金に

組み入れるため必要があるからである。 

 




